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1．はじめに

バイオマスは，生物資源（bio）の量（mass）を示
す概念であり，「動植物に由来する有機物である資源

（化石資源を除く。）」である。バイオマスは，植物の
成長過程における光合成によって，大気中CO2 の吸収・
固定を行っていることから，大気中の二酸化炭素を増
加させない「カーボンニュートラル」と呼ばれる特性
を有しており，肥料や飼料などへの利用のほか，プラ
スチックなどのマテリアル利用や，電気，熱，燃料（エ
タノール，ガス等）への変換によるエネルギー利用な
どとしても利用されている。

バイオマスは，地域に広く薄く存在しているため，
効率的な収集などの経済性の向上が課題である一方，
バイオマスそのものは持続的に再生可能な資源である
ことから，2050 年カーボンニュートラルの実現に資
すると同時に，農山漁村の活性化や地球温暖化の防
止，持続可能な循環型社会の形成等の課題の解決など
に寄与するものであると考えられている。

本稿では，廃棄物・未利用バイオマスを取り巻く現
状，脱炭素化社会の実現に向けた動きなどについて概
説する。

2．バイオマスに関する政策の動きについて

バイオマスの活用推進にあたっては，バイオマスの
活用推進に係る基本的な理念を定めたバイオマス活用
推進基本法（平成 21 年法律第 52 号）の制定以降，地

球温暖化の防止や循環型社会の形成に向けて，様々な
関連施策が講じられてきた。

近年の動きとして，農林水産省では，食料・農林水
産業の生産力向上と，持続性の両立をイノベーション
で実現するため，令和 3 年 5 月に「みどりの食料シス
テム戦略」を策定し，資材・エネルギー調達における
脱輸入・脱炭素化・環境負荷軽減の推進を掲げて，バ
イオマス等の地域資源や，未利用資源の一層の活用に
向けた取組の推進を実施している。

政府全体のバイオマスの活用推進の枠組みとして
は，関係 7 府省（内閣府，総務省，文部科学省，農林
水産省，経済産業省，国土交通省，環境省）が連携し
て，その活用推進に取り組んでおり，令和 4 年 9 月に
は，バイオマス活用推進基本計画（第 3 次）（以下「第
3 次基本計画」という。）を閣議決定し，バイオマス
の活用に関する新たな指針・目標を定め，計画のフォ
ローアップ等に取り組んできた（図─ 1）。

一方，2050 年カーボンニュートラルの実現に向け
ては，化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をク
リーンエネルギー中心の社会に転換していく GX（グ
リーン・トランスフォーメーション）を加速させるた
め，「GX 基本方針」が令和 5 年 2 月に閣議決定された。
この基本方針に基づき，20 兆円規模の GX 経済移行
債の発行による先行投資支援が実施されており，脱炭
素に向けた民間投資を促進し，新たな需要・市場を創
出することで，経済成長を目指していくとしている。

また，地域における取組としては，各地域の特色を
活かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災
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図─ 2　バイオマス産業都市について

図─ 1　バイオマス活用推進基本計画の概要（令和 4 年 9 月 6 日閣議決定）
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害に強いまち，むらづくり目指す「バイオマス産業都
市」の選定制度を設けており，全国で 103 の市町村が
選定されている（図─ 2）。

一例として，京都市では，市内のバイオガス化施設
において，従来のごみ発電の効率化に加えて，生ごみ
等によるバイオガス発電の実施によるエネルギー回収
の最大化と温室効果ガスの削減など，様々な取組が進
められている。

3．バイオマス利用の現状

バイオマスは，家畜排せつ物や下水汚泥，食品廃棄
物等といった「廃棄物系」，稲わら，もみ殻等の農作
物非食用部や林地残材等といった「未利用系」に大別
される（表─ 1）。

バイオマスの利用率は，種類によって異なり，家畜
の糞尿等による「家畜排せつ物」，製紙工場において
パルプ生産段階で生じる「黒液」，建物の建設の際に
発生する「建設発生木材」などをはじめとした「廃棄
物系」の利用率は高い一方，「農作物非食用部（すき
込みを除く。）」や山地で林業生産の際に発生する「林
地残材」など「未利用系」は利用率が低いといった特
徴がある（但し，農作物非食用部は農地へのすき込み
を含むと約 92％が利用）。

一方，現在利用率の高い廃棄物系バイオマスは，発
生量が減少傾向となっており，今後，更なるバイオマ
スの活用を推進していく必要がある。このため，第 3
次基本計画では，これまで計画の対象としてこなかっ
たバイオマス資源についても賦存量，利用量の調査を
行い，対象とするバイオマスの種類を拡大しつつ，バ

イオマスの利用量をバイオマス年間産出量の約 80％
まで引き上げることを目標としている。

4． バイオマス利用をめぐる最近の動きについて

脱炭素社会の実現に向けたバイオマス利用の最近の
動きについて，以下に例示する。

（1）下水汚泥資源
下水汚泥資源は，年間 235 万 t（乾燥ベース）発生

しており，主な利用先は，約半分が建設資材原料，次
いで肥料利用（約 14％），燃料利用等（約 10％）となっ
ている。

近年のロシア・ウクライナ情勢等の影響を受け肥料
価格が高騰する中，国内の肥料資源である下水汚泥資
源活用の機運が高まっており，下水汚泥資源の活用に
向けて，国土交通省，農林水産省，学識経験者，自治
体，関係団体による「下水汚泥資源の肥料利用の拡大
に向けた官民検討会」が開催され，その議論を踏まえ，
令和 5 年 1 月に「下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向
けた関係者の役割と取組の方向性」（以下「方向性」
という。）が策定された。

方向性では，「2030 年までに堆肥・下⽔汚泥資源の
使⽤量を倍増し，肥料の使⽤量（リンベース）に占め
る国内資源の利⽤割合を 40％へ（令和 4 年 12 ⽉ 27
⽇ ⾷料安全保障強化政策⼤綱決定）」を目標に，消費
者の理解促進を含めた関係者の役割分担について整理
され，各関係者が主体的に，下水汚泥資源の肥料利用
の大幅な拡大に向けて総力をあげて取り組むこととさ
れている（図─ 3）。

表─ 1　主な利用状況
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方向性の策定を踏まえて，農林水産省では，汚泥資
源を利用した肥料成分を保証可能な新たな公定規格

「菌体りん酸肥料」の創設をはじめ，下水汚泥資源を
含む国内資源由来肥料の利用拡大に向けた全国推進協
議会の設立，全国各地での関係者によるマッチング会
合の開催，先進事例等の横展開・関連情報の提供，ロ
ゴマーク等を活用した生産現場での利用拡大，肥料国
産化に向けた設備等への支援を実施するなど，下水汚
泥資源からのリン回収等の実証をしている国土交通省
や国内肥料メーカー等と連携しながら，下水汚泥資源
の利用拡大に取り組んでいる。

（2） SAF（Sustainable Aviation Fuel,持続可能な航
空燃料）

SAF は，廃食用油や木くず，古紙等のバイオマス
を原料とする持続可能な航空燃料であり，化石燃料由
来のジェット燃料と比較して，約 60～80％の CO2 削
減効果が期待されている。

航空業界の国際機関である ICAO ※では，「国際航空
輸送分野における 2021 年以降の CO2 排出量を 2019 年
の CO2 排出量（基準排出量）に抑える」ことを目標と
されている。

また，2022 年 10 月の ICAO 総会において，「2024
年以降は，2019 年の CO2 排出量の 85％以下に抑える」

という，より厳しい目標が採択され，航空会社におい
ては，こうした目標を達成するための手段として，
SAF の導入が必要とされている。

我が国においては，2030 年時点の SAF 使用量とし
て，「本邦エアラインによる燃料使用量の 10％を SAF
に置き換える」との目標を設定し，SAF の導入を加
速させるため，技術的・経済的な課題を官民で議論・
共有し，一体となって取組を進める場として，経済産
業省，国土交通省を事務局とした「持続可能な航空燃
料（SAF）の導入促進に向けた官民協議会」を設立し，
環境省及び農林水産省も参画している（図─ 4）。
SAF の導入促進に向け，グリーンイノベーション基
金や GX 経済移行債を活用した投資促進策，戦略分野
国内生産促進税制等により，国際競争力のある価格で
安定的に SAF を供給できる体制の構築を目指し，議
論が行われている。

なお，SAF の製造にあたっては，廃食用油を原料
とする HEFA 技術が確立されているが，廃食用油は
配合飼料原料等の既存需要との両立が課題であること
から，バイオエタノールから SAF を製造する Alcohol 
to Jet 技術の確立や，非可食原料などの原料の多角化
が必要とされている。

農林水産省としては，廃食用油等の国内バイオマス
資源を原料とした SAF の製造にあたっては，食料や

図─ 3　下⽔汚泥資源の肥料利⽤の拡⼤に向けた関係者の役割と取組の⽅向性
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飼料の安定供給と両立し，地域活性化に資することが
重要と考えており，引き続き官民協議会への積極的な
参画を通じてSAFの導入促進に貢献してまいりたい。
※ ICAO：�International Civil Aviation Organization�  

（国際民間航空機関）

（3）製材工場等残材
「製材工場等残材」とは，丸太から製材（板・角材）

を生産した際の副産物（樹皮，背板，おが粉等）のこ
とである。年間約 510 万トン発生しており，その約
98％が製紙原料，木質ボード，家畜敷料，燃料用等と
して利用されている。

製紙原料は，紙の原料であり，パルプが約 4 割，古
紙が約 6 割となっている。国産材パルプの約 4 割が製
材工場等残材（背板の切削チップ等）となっている。

木質ボードは，木材小片（や木材繊維）を加熱圧縮
して製造する板状製品のことであり，建築，家具・建
具，梱包，住設機器，養生板，畳床等に使用される。

家畜敷料は，家畜の安楽性や糞尿処理のために，家
畜の寝床に敷くものであり，かつては，稲わら，麦わ
らが使用されていたが，現在は，おが粉が多く使用さ
れている。

（4）林地残材
「林地残材」とは，立木を伐採・丸太加工した際に，

未利用のまま林地に残される枝・葉・根元・細い間伐
材等のことである。年間約1,100万トン発生しており，
近年の燃料材需要の増加を背景として，林地残材の約
35％が燃料用等として利用されている。

木質バイオマスのうち，製材工場等残材と建設発生
木材は，製紙原料等として，ほぼ利用済みであるため，

今後のエネルギー利用の拡大に対応して燃料材を安定
供給するには，林地残材の活用が不可欠である。林地
残材が，これまで林地に残置されていた理由は，かさ
ばること（単位重量あたりの輸送コストが高くなる）
であるため，山土場や作業道で移動式チッパーにより
チップ化する等，かさばらない状態にして，収集・運
搬を効率化することが重要である。

そのため，農林水産省では，原木の安定的・効率的
な供給体制の構築に向けて，森林施業の集約化や林内
路網の整備や，林地残材の効率的な収集・運搬システ
ムの構築等に取り組んでいる。

5．おわりに

本稿では，バイオマスをめぐる政策や現状，具体的
な取組等について概説してきたが，バイオマスを持続
的に活用していくためには，地方公共団体をはじめ，
各事業者や金融機関，研究機関，そして，国民全体の
バイオマスに関する理解と関心を深めることが重要で
ある。

農林水産省としても，関係省庁と連携しながら，更
なるバイオマスの活用促進が図られるよう，今後とも
必要な支援に努めてまいりたい。
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図─ 4　持続可能な航空燃料（SAF）の導入促進に向けた官民協議会




